
 
 

令和 3 年度事業計画（案） 

Ⅰ 取組方針                                 

本年も、新型コロナウィルス感染症の影響を注視しつつ、交流のエリアを少しず

つ広げながら、観光需要の回復を目指し、国の GOTO キャンペーン等と連携して、

観光業界の復興に昨年同様、全力で取り組んでいく。 
そして、本年 10 月から 12 月まで開催されるデスティネーションキャンペーンを

契機として、需要回復と今後の誘客につながる取組みを着実に行っていく。 
一方、海外からの観光客の誘致も、他の地域に先駆けての回復を目指し、継続し

てＰＲ等を行う必要があり、観光情報の提供、観光振興のプラットフォーム機能の

整備、新たな生活様式に対応した受入態勢の構築など、国際観光の回復に向け、市

町観光協会や関係団体等と連携を密にし、より一層積極的に取り組んでいく。 
なお、新型コロナウィルス感染症の関係で、新たな取組みの必要が生じたときに

は、時機を逸することなく、早急に対応していくこととする。    
 

●観光誘客の促進 

本年 10 月から 12 月まで実施される四国デスティネーションキャンペーンを、新

型コロナウィルス感染症の影響からの国内観光誘客回復の起爆剤となるよう、効果

的な施策を実施する。本県の知名度やブランドイメージの向上を図るため、メディ

アなど各種媒体の活用や企業とのタイアップなどにより、適時で効果的な発信を行

うとともに、観光客等が必要とする旬な情報を、県公式観光サイト「うどん県旅ネ

ット」で提供する。また SNS 広告から「うどん県旅ネット」へ誘導し、旅行予約

につなげるスキーム構築など、デジタルマーケティングにより誘客促進を図る。 

●観光振興のプラットフォーム機能（観光圏、登録 DMO）の整備 
「香川せとうちアート観光圏」（令和 2 年 4 月に国土交通大臣が認定）を推進す

るプラットフォームとして、また、登録 DMO（令和 3 年 1 月に観光庁更新登録）

として、本県の強みである瀬戸内海や圏域内に点在するアート、文化資源等を独自

の価値として確立するとともに、着地型旅行商品の造成や夜型観光の推進などによ

り、令和２年４月に認定された新たな事業計画の下、圏域内での周遊・滞在の促進、

来訪者への情報発信等滞在型観光地域づくりに地域、関係団体、民間とともに取り

組む。 

●香川の“おもてなし力”の向上 
激化している観光客誘致の地域間競争に勝ち抜き、旅行先として選ばれ続けるた

めには、観光地の魅力向上や情報発信に加え、地域をあげて“おもてなしの心”で

観光客をお迎えすることが大切であることから、観光関係者はもとより、県民の方々

が地元を知り、郷土愛を醸成し、誇りを持って来訪者に接してもらえるよう、新型

コロナウィルス感染症対策を徹底した上で、全県的なおもてなし機運を高め、「おも

てなし力」や観光客の利便性の向上に取り組み、国内外から訪れる多くのお客様を、

「おせったいの心」で温かくお迎えする。 

●国際観光の回復 
新型コロナウィルス感染症は、引き続き、海外からの観光客にも多大な影響を及



 
 

ぼしており、すぐには香川県への誘客が望めない状況であるが、これまでの国際観

光推進の取り組みによる、アジアを中心とした海外旅行マーケット、ネットワーク

の構築を維持し、回復期には全国に先駆けて誘客が図られるよう、準備を進めてい

く。特に、高松空港の就航路線を活用した誘客活動に重点をおき、路線就航先の国・

地域に密着したプロモーション活動を展開するとともに本県の魅力を広く世界に向

けて発信していく。また、外国人旅行者が安心して不自由なく旅をしていだだける

よう、受入環境の向上を引き続き図っていく。 
 

Ⅱ 事業内容                                 

（公益事業） 
１ 観光情報発信事業 

① ウェブ観光情報提供事業 
県公式観光サイト「うどん県旅ネット」において、旬できめ細かな観光・イ

ベント情報をテーマごとに発信するなど、観光客等のニーズに合った情報を効

果的に提供する。 
② うどん県アート県ブランドプロモーション事業 

旅行先として「選ばれる香川」になるよう、本県の認知度とブランド力の向

上を図るとともに、「香川を訪れてみたい」と思ってもらえるように、本県の魅

力や楽しみ方等をテレビや雑誌、SNS、企業とのタイアップ等により発信する

プロモーションを戦略的に展開する。 
新③ デジタルマーケティング観光誘客推進事業 

    SNS を中心に本県を PR する広告を配信し、認知度の向上を図るとともに、

広告から県公式観光サイト「うどん県旅ネット」への誘導やサイト閲覧者情報

から、本県への旅行予約につなげるスキームを構築し、誘客促進を図る。 

④ 香川フィルムコミッション事業 
映画、テレビ、コマーシャルなどの撮影の相談に対して、ロケ地の紹介やエ

キストラ・ボランティアの募集、県内の施設・観光情報・特産品の情報提供な

どにより、撮影の円滑な実施のために必要な支援を行う。 
また、一昨年度、香川県庁を中心にほとんどを香川県内で撮影し、今年度公

開予定の映画「アーク」のロケ地ガイドマップを作成し、香川県への誘客を図

る。 
⑤ 全国観光圏推進協議会「Undiscovered Japan」情報発信事業 

全国 13 観光圏と連携し、「ツーリズム EXPO ジャパン」でのブース出展や商

談会への参加、シンポジウムの開催、「Undiscovered Japan」のウェブサイト

や SNS の運用、パンフレット等の制作などの情報発信を行う。 
  ⑥ 刊行物発行事業 

「さぬきオリジナル観光地図」などの香川の観光パンフレットを作成し、県

外客向けに広く配布することにより、香川県の観光 PR を行う。 
  ⑦ カレンダー発行事業 

昨年初めて発行し、好評であった「かがわ絶景カレンダー」について、今年

度も作成し、香川県の観光 PR を行う。 



 
 

 

２ 観光客誘致事業 

（１）国際観光推進事業 

① 海外からの観光客誘致事業 
外国人観光客の受入再開を見据え、高松空港の国際定期路線の就航先である

ソウル、上海、台北、香港に加え、台北線を利用した乗り継ぎによる誘客が期

待できるタイ等を中心に、各市場の最新の動向やニーズ等に応じて、SNS など

を活用した効果的な情報発信等を行う。新型コロナウィルス感染症の収束が図

られた際には、各市場の旅行会社等へのセールス活動などを行い、感染の拡大

防止に十分留意した上で、落ち込んだインバウンド需要の早期回復に向けた取

り組みを行う。主な活動は以下のとおり。 

(ⅰ) 韓 国 
○香川県観光協会公式 SNS（IG）やブログ、各種メディア（旅行雑誌、オ

ンラインメディア）等を活用した情報発信 
○現地の観光博覧会等での観光 PR 

 ○新聞や旅行雑誌、旅行会社ウェブサイト等での観光 PR 記事掲載 
○新商品開発のための旅行会社ファムツアー等 

(ⅱ) 中 国 
〇香川県観光協会公式 SNS（微博、微信）やインフルエンサー等を活用した

情報発信 
〇春秋旅行社と連携した着地型旅行商品の造成  
〇上海エリア以外の都市からの誘客促進事業等 

(ⅲ) 台 湾  
○香川県観光協会公式 SNS（FB、IG）やインフルエンサー等を活用した情

報発信  
○現地旅行博等での観光 PR 
○現地旅行会社の招聘、県内事業者との観光商談会の実施（高知県との連携

事業）等 
(ⅳ) 香 港 
○香川県観光協会公式 SNS（FB、IG）や各種メディア（旅行雑誌、オンラ

インメディア）等を活用した情報発信 
○現地旅行会社の招聘、県内事業者との観光商談会の実施（高知県との連携 
事業） 

〇香港人向けフォトウエディングコンテンツの造成等 
    （Ⅴ）欧米豪 
     ○航空会社との連携による香川県観光情報発信、首都圏空港からの乗継促進 

○米国の現地エージェンシーによる、富裕層向け旅行会社及びメディア向け

マーケティング活動 

○ゴールデンルートから本県に関心を向けるため、首都圏や関西圏で発行さ

れる媒体等を活用した本県観光情報の発信 
② 外国人観光客誘致対策補助事業 

外国人観光客を本県へ誘致するとともに、県内宿泊・観光施設の利用促進を



 
 

図るため、高松空港に就航している国際航空路線を利用し、県内で１泊以上宿

泊するツアーなどを実施した海外旅行会社等に対する助成等を行う。 

（２）観光客誘致促進事業 
① 周遊型・体験型旅行商品造成事業 
〇 周遊型・体験型旅行商品造成事業 

観光地や伝統的町並み、現代アートをはじめとする芸術・文化や産業など、

本件の豊かな地域資源を生かした周遊型・体験型の旅行商品を造成すること

により、県内での滞在時間及び旅行消費額の拡大を図る。 
新○ 新しい観光スタイル推進事業 

    変化する観光ニーズに対応するため、ワーケーションやアウトドア観光な 
   ど新しい旅行スタイルを提案するとともに、ＯＴＡを活用した体験型コンテ 

ンツ等の販売強化を行う。 
 新○ 航空会社等と連携したワーケーション誘客事業 
   航空会社等と連携し、ワーケーションのモデルプランの作成やモニターツ

アーの実施、販売広告等を行う。 
② 国内航空路線活用誘客事業 

首都圏東部エリア等をターゲットとし、インスタグラム等 SNS を利用し

た情報発信、ジェットスターと連携した誘客事業など、国内航空路線を活用

した観光プロモーションを実施する。 
③ クルーズ客船誘致事業 

国内外のクルーズ客船を高松港に誘致するため、クルーズ船社や旅行エー

ジェント等を対象に、高松港や周辺観光地の視察の招請や船社訪問、商談会

への参加等の取組みを行う。 
④ サイクリング誘客促進事業 

国内外からのサイクリストの誘致を図るため、全県エリア版及び各地域版

の多言語サイクリングマップの配布などにより情報発信を行う。 
⑤ 旅行商品誘客促進事業 

県内に１泊以上宿泊する団体バスツアーを催行する旅行会社・バス会社に

助成を行い、本県への旅行客の誘客を図り、旅館・ホテルの平日利用を促す。 
⑥ 全国年明けうどん大会開催関連事業 

「全国年明けうどん大会 2021in さぬき」について、大都市圏での情報発

信や、大会へのバスツアー造成を支援するなど、広く県外からの誘客を図る。 
新⑦ さぬきうどんスタンプラリー事業 

香川を代表する観光コンテンツである「讃岐うどん」をフックに、さらに 

     多くの観光客に来県してもらうため、スタンプラリーを実施する。 

  新⑧ 四国デスティネーションキャンペーンを契機とした誘客推進事業 

      10 月から 12 月まで実施される、四国デスティネーションキャンペーンを

契機として、香川への効果的な誘客を図るため、商品造成やキャンペーン推

進事業などを積極的に支援することにより、国内観光客の誘客回復の起爆剤

とする。 

 



 
 

（３）日本観光振興協会拠出事業 
日本観光振興協会が実施する広域観光振興事業に対し、事業費負担を行う。 

３ 受入態勢整備事業 
（１）栗林公園管理支援事業 
    香川の貴重な文化遺産であり、主要な観光施設でもある栗林公園において、

同園の保存・利用促進を目的として、県からの委託により造園補助や南湖・北

湖での和船運航等を行う。 
 

（２）外国人観光客受入整備事業 
① 外国人観光客受入拠点事業 

日本政府観光局（JNTO）の外国人観光案内所認定制度におけるカテゴリ

ー3 の認定を受けている、JR 高松駅構内の観光案内所を運営するとともに、

高松空港の観光案内所への支援を行い、外国人観光客等の利便性の向上を図

る。  
 ② 外国人観光客受入環境向上事業 

県内の観光施設・宿泊施設・飲食店等への多言語通訳・翻訳サービス支援

を行うほか、グルメやショッピングなどの情報を掲載した多言語ウェブサイ

ト等での情報発信や外国人観光客向け文化財等周遊促進のためのウェブサイ

ト（スタンプラリ―機能付）の運営、高松市中心部でのプロジェクションマ

ッピングの実施、外国人観光客へのウェブ等を活用した災害時等の情報発信

などを行い、言葉の壁や情報収集の不自由さを感じることなく、快適に旅行

を満喫できる受入環境の向上を図るとともに、令和 3 年度からは、新たに、

コミュニケーションや接遇能力などに優れた英語の地域通訳案内士を講師と

した県内事業者向けの講習会の実施やインバウンド向けのガイド養成、体験

型コンテンツの造成・整備などに取り組む。 
 

（３）観光香川おもてなし運動推進事業 
国内外から本県を訪れる観光客の満足度向上を図るため、県やわがかがわ観

光推進協議会などと連携し、県民向けの講座「さぬきアカデミー」や観光従事

者等向けの「おもてなし研修会」の開催、「香川おもてなしタクシー」の認定等、

全県的な「観光香川おもてなし運動」を展開する。 
 

（４）人材育成・調査等事業 
① マーケティング調査（観光実態調査）事業 

本県を訪れた観光客の実態調査（旅行目的、訪問回数、消費金額、満足度、再

来訪意向等）を実施する。 
  ② 全国観光圏マーケティング調査事業 

      全国 13 の観光圏が共同で、多言語の調査票を用いて、属性、消費金額、

満足度等の調査を実施する。 
③ 観光地域づくりプラットフォーム人材育成事業 



 
 

行政や観光協会、民間事業者などが、観光圏戦略会議やワーキンググルー

プなどで議論を深めることにより、観光圏の整備を担う人材育成等を行う。 
④ 全国観光圏推進協議会事業 

全国 13 の観光圏で構成する「全国観光圏推進協議会」に参画し、情報共

有や観光圏の質の向上を図る。 
 

（５）観光客の利便性・満足度向上事業 
   ① 観光パスポート発行事業 

周遊型観光ツールとしての観光パスポート「うどん県おもてなしパスポー

ト」を増刷・配布する。 
② 観光品質認証制度推進事業 

       平成 29 年度から導入している宿泊施設などの観光サービスの品質を第三

者が評価し認証する制度「SAKURA QUALITY」を推進する。 
③ 県内観光案内所機能向上事業 

県内の観光案内所の職員を対象に、県内外の観光地等を学ぶ研修会を開催

する。 
 ④ 観光施設等のトイレ洋式化事業 

観光施設及び空港、港、鉄道駅、バスターミナル等のトイレを洋式化する 
施設管理者等に対し、その費用の一部を助成する。  

 

（６）四国４県観光協会連合事業 
   域内交流の促進のため、四国 4 県の主要なショッピングモール等において、

イベント情報等の PR を実施するとともに、「おもてなし」により観光客等に感

激・感動を与えた事業者等を「四国おもてなし感激大賞」として顕彰する。 

（収益事業）旅行業 
県内を周遊・滞在する着地型旅行商品や体験プログラムを「うどん県旅ネット」

のオンライン予約サイトで販売し、圏域内での滞在時間の拡大を図る。 
〇旅行業の登録について 
・登録番号  香川県知事登録旅行業 2－250 号 
・種  別  第２種旅行業務 
・登録年月日 平成 30 年３月 13 日  
 

（法人会計）組織活動事業 
（１）会議の開催及び関係団体の開催する会議への出席 
（２）観光事業功労者等の表彰 
（３）関連団体事業への協力 
（４）各種行事の後援 

 （５）会員拡大による運営基盤強化 


